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産業廃棄物処理施設の敷地の位置について

令和５年度 第２回 兵庫県都市計画審議会

第４号議案

（姫路市飾磨区中島）

資料２－４



審議のポイント

施設の永続性の観点から、公共団体の設置施設については原則的に都市計画に
おいてその位置を決定することとしているが、民間施設については、建築基準法第
５１条ただし書許可が適当と考えている。

（卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置）

第五十一条 都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場又はと畜場、汚物処理場、ご
み焼却場その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその
敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。ただし、特
定行政庁が都道府県都市計画審議会（その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町
村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場
合にあつては、当該市町村都市計画審議会）の議を経てその敷地の位置が都市計画上支
障がないと認めて許可した場合又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは
増築する場合においては、この限りでない。

■ 建築基準法

・都市計画の観点から敷地の位置が適正であるか。
（都市計画マスタープラン及び用途地域等との整合が図られているか、周辺環境
への影響について適切な措置が講じられているかなど）

■ 都市計画上における支障の有無
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三田市

姫路市

姫路市の位置
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〇産業廃棄物処理施設 許可対象 （一般廃棄物処理を兼ねる）

※処理品目は石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物を除く

〇施設の稼働時間 8時～26時（18時間）

廃棄物処理施設の概要

〇敷地の位置 所 在 地 姫路市飾磨区中島字宝来３０５９番１９、３０６４番１、３０６４番２
敷地面積 約９，４００㎡
地域地区 工業専用地域 （容積率：２００％ 建蔽率：６０％）

〇事業者 株式会社アール・ビー・エヌ 代表取締役社長 𠮷田 啓ニ （姫路市飾磨区）

〇事業目的 家電リサイクル法に基づく家電４品目（冷蔵庫、洗濯機、テレビ、エアコン）の
適正処理及び有用金属などの再生利用を促進させることを目的とした使用
済家電製品リサイクルプラントを設置するもの。

〇今回計画 平成12年に51条許可を受け設置された、産業廃棄物処理施設の老朽化に伴い、
機器の更新を隣接の既存工場敷地において行うもの。

一
廃
③
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処理施設 処理品目
設置機器の
処理能力

政令で定める許
可が必要な規模

許可の
要否

破砕施設① 廃プラスチック類※ 169.38 t/日

破砕施設② 廃プラスチック類※ 4.86  t/日

破砕施設 廃プラスチック類※ 合計 174.24 t/日 6t/日超 必要

破砕施設①
金属くず・ガラスくず、コンクリートくず及
び陶磁器くず ※

169.38 t/日 （許可対象外） 不要



敷地の位置

ＪＲ姫路駅

山陽電鉄飾磨駅

国道２号線姫路バイパス

播但連絡道路
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申請地の位置（都市計画総括図）
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敷地の位置

山陽電鉄飾磨駅

夢
前
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申請地の位置（拡大図）
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凡 例

第一種中高層住居専用地域

第二種中高層住居専用地域

第一種住居地域

第二種住居地域

準住居地域

近隣商業地域

商業地域

準工業地域

工業地域

工業専用地域

臨港地区



国道２号線姫路バイパス

国道２５０号線

ＪＲ姫路駅

播但連絡道路

敷地の位置

敷地の位置

最寄りの住居

約１km

姫
路
港

周辺航空写真 N
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凡 例

工場等

事務所

廃棄物処理場

申請敷地

姫
路
港

周辺建物用途別現況図
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N

姫路市都市計画マスタープラン

敷地の位置

【飾磨ブロック】

地域づくりの方針の土地利用

工業地：
生活環境影響調査を実施し、周
辺の住環境への影響や道路交
通への影響等について支障が
ないと認められる廃棄物処理施
設等については、その土地利用
を図ります。 9



廃棄物処理施設の概要（現状） N

第１工場（既存施設）
過年度許可施設

産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設 237.6ｔ/日

第３工場（既存施設）
産業廃棄物処理施設

廃プラ破砕施設 4.86ｔ/日

過年度許可施設

産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設 5.6ｔ/日

焼却施設 216.0t/日

凡 例

過年度許可敷地

過年度許可建築物
（今回機器移設更新）

過年度許可建築物
（今回計画対象外）

既存処理施設敷地

既存処理施設建築物
（許可対象規模未満）
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第２工場（既存施設）
産業廃棄物処理施設なし



第１工場（既存施設）
過年度許可施設

産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設 237.6ｔ/日

処理前物置場

廃棄物処理施設の概要（計画）

旧第３工場（既存施設）
産業廃棄物処理施設

廃プラ破砕施設 4.86ｔ/日

第４工場（新設施設）
産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設 169.38ｔ/日

N

過年度許可施設
産業廃棄物処理施設

廃プラ破砕施設 5.6ｔ/日
焼却施設 216.0t/日

変更なし

第２工場（既存施設）
産業廃棄物処理施設なし

産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設 4.86t/日

凡 例

過年度許可敷地

過年度許可建築物
（今回設備移設更新）

過年度許可建築物
（今回計画対象外）

申請敷地

許可対象建築物
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配置図

第４工場

産業廃棄物処理施設
廃プラ破砕施設

169.38ｔ/日

・・・許可対象建築物

搬入路

処理後物置場

搬出路

・・・許可対象外建築物

・・・既存建築物

第２工場

第２工場

産業廃棄物処理施
廃プラ破砕施設 4.86t/日

新第３工場

処理前物・
コンテナ
置場

市道飾磨105号
幅員約6.5ｍ
～8ｍ

市道飾磨106号
幅員約10ｍ
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第４工場 平面計画図

受入
ホッパー

破砕機①
169.38ｔ/日

２次
破砕機

処理後物
置場
（廃ｳﾚﾀﾝ）

処理後物
置場
（不燃物等）

処理後物
置場
（有価物）

プラ、磁性
物、アルミ
、銅

処理後物
置場
（有価物）
テレビ残渣

処理後物
として搬出

手選別回収品

軽量物
雑品
破砕機

磁性物

プラスチック類

ウレタン

非鉄金属

磁力選別機

磁力選別機
電流選別機
色選別機

ウレタン破砕機

風力
選別機

３次
破砕機

風力
選別
機

：廃棄物の流れ：処理前物の流れ ：処理後物の流れ産廃処理設備

廃棄物の搬入

洗濯機、冷蔵庫、エアコン室外機
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選別施設



第２・新第３工場 平面計画図

廃棄物の搬入

薄型テレビ、エアコン室内機

ブラウン管テレビ

プラスチック

ガラス（カレット）

ﾌｧﾝﾈﾙｶﾞﾗｽ

鉄、コード、基板等・残渣

鉄、コード、基板等・残渣

ガラス
パネルガラス

処理後物
置場へ

新第３工場

第２工場

プラスチック

プラスチック

廃棄物の搬入

ｶﾞﾗｽ

手解体
コンベアﾊﾟﾈﾙｶﾞﾗｽ/

ﾌｧﾝﾈﾙｶﾞﾗｽ
分離機

手解体
コンベア

破砕機②
4.86t/日

14

ｶﾚｯﾄ化施設

：廃棄物の流れ：処理前物の流れ ：処理後物の流れ産廃処理設備



国道２号線姫路バイパス

中地 出入口

国道２５０号線

N

凡例

敷地の位置

搬入出経路

市道幹23号

臨港道路姫路飾磨線

県道飾磨港線

市道

搬入出経路図
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生活環境影響調査 車両走行
国道２５０号

調 査 項 目 規制基準 現 状 値 予 測 値 評 価

振 動

昼間
（8～19時）

７０ｄＢ ４３ｄＢ ４３ｄＢ ○

夜間
（19～8時）

６５ｄＢ ３１ｄＢ ３１ｄＢ ○

騒 音
昼間

（6～22時）
６５ｄB ６５ｄB ６５ｄB 〇

大気質

二酸化窒素 ０．０６ｐｐｍ ０．０２２ｐｐｍ ※１ ０．０２４ｐｐｍ ○

浮遊粒子状物質 ０．１０ｍｇ／㎥ ０．０２８ｍｇ／㎥ ※１ ０．０３３ｍｇ／㎥ ○

運搬車両走行に伴う影響

敷地の位置

至国道２号姫路バイパス

※１ 飾磨測定局 R3測定値

◇搬入出時間８時から２１時まで

凡例

調査地点

搬入出経路
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N

凡例

調査地点

計画敷地

新第３工場

第２工場

第４工場

※数値は各調査項目で最大値を示す

生活環境影響調査 施設稼働

調 査 項 目 規制基準 現 状 値 予 測 値 評 価

振動

昼間
（8時～19時）

６５ｄＢ ３８ｄＢ ５５ｄＢ ○

夜間
（19時～8時）

６０ｄＢ ３３ｄＢ ５５ｄＢ ○

騒音

昼間
（6時～22時）

７０ｄＢ ６２ｄＢ ６２ｄＢ ○

夜間
（22時～6時）

６０ｄＢ ５６ｄＢ ６０ｄＢ ○

施設稼働に伴う影響
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・令和5年3月20日～31日 説明会広告期間

申請地周辺の事業者（10社）には個別訪問
のうえ周知。

地元自治会会館前ほか11箇所に掲示。

・令和5年3月31日 説明会開催

事業計画について説明

出席者は地元自治会役員及び住民１８名
反対意見なし。

・説明会開催後21日間 意見書の提出期間

意見書の提出が無かったため、合意形成
が図られたと判断

地元への説明

申請地

⑦

⑩④

③

①

⑤

⑥

⑨

②
⑧

「姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争の予防及び
調整に関する条例」に基づき近隣説明会を実施
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都市計画上支障がない判断

１．都市計画の整合
（１）都市計画マスタープラン
姫路市都市計画マスタープランにおいて、工業地に位置しており、土地

利用方針に整合している。
（２）土地利用の位置付け
当該敷地は、工業の利便の増進する工業地で、住宅等との混在を防止
するための用途地域である「工業専用地域」内である。

２．生活環境への影響
生活環境影響調査を実施し、運搬車両及び施設稼働による影響とも基

準値以下の結果であり、周辺及び生活環境への影響は少ない。

３．地元への説明
「姫路市廃棄物処理施設等の設置等に係る手続の適正化並びに紛争

の予防及び調整に関する条例」に基づく地元説明により意見書の提出が
なく合意形成が図れている。
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